
漁獲割当管理原簿（漁業法第20条関係）

〈まさば及びごまさば太平洋系群〉

管理
番号

管理区分 管理年度
漁獲割当割合設定者又は年次漁獲割当量設
定者の氏名又は名称

許可番号 漁船登録番号 船舶の名称

設定時又は
直近の漁獲
割当割合
（％）

漁獲割当割合の
有効期間

設定時又は直
近の年次漁獲
割当量（トン）

漁獲割当割合
の移転、承
継、取消し又
は削減の状況

年次漁獲割当
量の移転、承
継、取消し又
は控除の状況

1
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

株式会社福島漁業 まき第1098号 AM1-715 第六十三惣寶丸 1.654297
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

7146.815 － 別表２

2
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

株式会社福島漁業 まき第1108号 AM1-732 第八十三惣寶丸 2.496296
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

7775.448 － 別表２

3
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

株式会社福島漁業 まき第1178号 AM1-713 第八十八惣寶丸 2.802607
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

8133.873 － 別表２

4
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 ２水管第2887号 HK1-1358 第三十一日東丸 1.848246
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

7148.621 － 別表２

5
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

福島県漁業協同組合連合会 ３水管第1128号 FS1-661 第一寿和丸 2.356380
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

7723.602 － 別表２

6
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

福島県漁業協同組合連合会 ３水管第1128号 FS1-710 北勝丸 2.183901
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

7809.893 － 別表２

7
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

福島県漁業協同組合連合会 ３水管第2593号 FS1-681 第八十一共徳丸 2.770760
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

7759.669 別表１ 別表２

8
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

福島県漁業協同組合連合会 ３水管第2593号 FS1-688 第八共徳丸 2.625834
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

8014.853 別表１ 別表２

9
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

株式会社不動丸 まき第1128号 IG1-701 第十一不動丸 3.719037
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

8182.914 － 別表２

10
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

株式会社不動丸水産 まき第1028号 IG1-691 第二十一不動丸 2.907455
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

8193.166 別表１ 別表２

11
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

丸徳漁業株式会社 まき第1388号 IG1-698 第三十一全徳丸 3.623494
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

8367.857 － 別表２

12
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

大津漁業協同組合 ３水管第2389号 IG1-700 第六福栄丸 3.112497
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

7848.651 別表１ 別表２

13
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

大津漁業協同組合 ３水管第554号 IG1-696 第十一海栄丸 3.175835
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

8127.383 － 別表２



14
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

大濱漁業株式会社 まき第1358号 IG2-2575 第八大濵丸 2.013211
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

7755.063 － 別表２

15
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

有限会社新田漁業 まき第1478号 IG1-695 第七新丸 3.006934
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

8168.662 － 別表２

16
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

株式会社波一水産 まき第1008号 IG1-692 第六十一波一丸 3.489661
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

8491.472 － 別表２

17
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

株式会社石田丸漁業 まき第1198号 IG1-706 第六十八石田丸 3.359407
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

8085.928 － 別表２

18
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

株式会社石田丸水産 まき第1448号 IG1-690 第七十八石田丸 4.009962
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

8799.206 － 別表２

19
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

株式会社角石漁業 まき第1418号 IG1-687 第八十八石田丸 3.164026
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

8102.555 － 別表２

20
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

株式会社清八屋漁業 まき第1638号 IG1-683 成田不動丸 2.647305
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

8183.234 － 別表２

21
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

有限会社阿波屋漁業 まき第1168号 IG1-704 第十八開運丸 3.095679
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

8101.199 － 別表２

22
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

廣屋水産株式会社 まき第1408号 IG1-688 第八十八稲荷丸 2.961847
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

7951.038 － 別表２

23
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

銚子市漁業協同組合 ３水管第453号 CB1-60065 第二十一きんせい丸 2.680584
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

8081.135 － 別表２

24
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

株式会社治郎吉漁業 まき第1648号 CB２-65177 第二御嶽丸 2.280518
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

7368.524 － 別表２

25
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

北部太平洋まき網漁業協同組合連合会 ３水管第1586号 CB1-60059 第七十八山仙丸 3.382309
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

8153.016 － 別表２

26‐1
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

代表者　大師丸漁業株式会社
　　　　　　有限会社ながしま

まき第1708号 SO1-1371 第三十八大師丸 - - - 別表１ 別表２

26‐2
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

代表者　大師丸漁業株式会社
　　　　　　有限会社ながしま

まき第1708号 SO1-1371 第八大師丸 3.097826
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

8658.423 別表１ 別表２



27
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

代表者　大師丸漁業株式会社
　　　　　　有限会社カネダイ

まき第1718号 SO1-1368 第十八大師丸 3.097826
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

8658.423 － －

28
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

代表者　株式会社浜平漁業
　　　　　　金井漁業株式会社

まき第1468号 SO1-1218 浜平丸 3.240962
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

9058.488 － －

29
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

清洋水産株式会社 まき第1738号 ME1-963 第一清勝丸 3.074208
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

8592.411 － －

30
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

東海漁業株式会社 まき第1228号 TT1-158 第八光洋丸 1.699743
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

4750.781 － －

31
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

共和水産株式会社 まき第1458号 TT1-169 第二十八光洋丸 2.031819
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

5678.934 － －

32
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

共和水産株式会社 まき第1838号 TT1-163 第一光洋丸 0.348536
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

974.158 － －

33
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

代表者　石巻漁業株式会社
　　　　　　大洋エーアンドエフ株式会社

まき第1158号 NG1-122 第二十一たいよう丸 1.479313
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

6134.679 － 別表２

34
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

大祐漁業株式会社 まき第1828号 EH1-453 第八十一天王丸 1.479313
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

2134.679 － 別表２

35
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

日本遠洋旋網漁業協同組合 ３水管第1366号 EH1-458 第八十八天王丸 1.478955
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

4133.679 － －

36
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

東洋漁業株式会社 まき第1288号 NS1-1135 第十一源福丸 1.039527
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

2905.477 － －

37
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

日本遠洋旋網漁業協同組合 ２水管第2651号 NS1-1157 第三十一源福丸 1.039527
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

2905.477 － －

38
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

東洋漁業株式会社 まき第1298号 NS1-1143 第八源福丸 1.039527
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

2905.477 － －

39
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

大栄水産株式会社 まき第1278号 NS1-1131 第八十一大栄丸 0.747529
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

2089.343 － －

40
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

大栄水産株式会社 まき第1268号 NS1-1146 第八十二大栄丸 0.747529
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

2089.343 － －



41
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

日本遠洋旋網漁業協同組合 ２水管第2886号 NS1-1154 第二十八野村丸 0.747171
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

2088.342 － －

42
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

株式会社伊藤商店 まき第1678号 NS1-1147 第十八喜代丸 0.747529
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

2089.343 － －

43
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

昭徳水産株式会社 まき第1208号 NS1-1150 第十八昭徳丸 0.747529
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

2089.343 － －

44
まさば及びごまさば太平洋系群
大中型まき網漁業(漁獲割当てにより
管理を行う管理区分）

令和３管理
年度

昭徳水産株式会社 まき第1428号 NS1-1104 第二十一昭徳丸 0.747529
令和３年７月１日～
令和４年６月30日

2089.343 － －



別表１：漁獲割当割合の移転、承継、取消し又は削減の状況（漁業法第21条、第23条及び第29条関係）
＜まさば及びごまさば太平洋系群＞：第八十一共徳丸（７）
設定、移転、承継、取消し又
は削減の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は削減

漁獲割当割合（移転、
承継又は削減前）

漁獲割当割合（移転、
承継又は削減後）

移転、承継、取消し又は削減の原因

令和3年10月15日 設定 - 2.770760%

令和4年2月1日 移転 2.770760% 2.770760%
第八十一共徳丸（７）に係る漁獲割当割合設定者、株式会社儀助漁業から
福島県漁業協同組合連合会への移転（福島県漁業協同組合連合会が株式
会社儀助漁業から第八十一共徳丸を使用する権利を取得したことによるも



別表１：漁獲割当割合の移転、承継、取消し又は削減の状況（漁業法第21条、第23条及び第29条関係）
＜まさば及びごまさば太平洋系群＞：第八共徳丸（八）
設定、移転、承継、取消し又
は削減の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は削減

漁獲割当割合（移転、
承継又は削減前）

漁獲割当割合（移転、
承継又は削減後）

移転、承継、取消し又は削減の原因

令和3年10月15日 設定 - 2.625834%

令和4年2月1日 移転 2.625834% 2.625834%
第八共徳丸（8）に係る漁獲割当割合設定者、株式会社儀助漁業から福島県
漁業協同組合連合会への移転（福島県漁業協同組合連合会が株式会社儀
助漁業から第八共徳丸を使用する権利を取得したことによるもの）



別表１：漁獲割当割合の移転、承継、取消し又は削減の状況（漁業法第21条、第23条及び第29条関係）
＜まさば及びごまさば太平洋系群＞：第二十一不動丸（10）
設定、移転、承継、取消し又
は削減の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は削減

漁獲割当割合（移転、
承継又は削減前）

漁獲割当割合（移転、
承継又は削減後）

移転、承継、取消し又は削減の原因

令和3年10月15日 設定 - 2.907455%

令和3年12月27日 移転 2.907455% 2.907455%
第二十一不動丸（10）に係る漁獲割当割合設定者、株式会社不動丸及び川
﨑彰一から株式会社不動丸水産への移転（株式会社不動丸及び川﨑彰一
から株式会社不動丸への船舶等の譲渡によるもの）



別表１：漁獲割当割合の移転、承継、取消し又は削減の状況（漁業法第21条、第23条及び第29条関係）
＜まさば及びごまさば太平洋系群＞：第六福栄丸（12）
設定、移転、承継、取消し又
は削減の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は削減

漁獲割当割合（移転、
承継又は削減前）

漁獲割当割合（移転、
承継又は削減後）

移転、承継、取消し又は削減の原因

令和3年10月15日 設定 - 3.112497%

令和3年12月28日 移転 3.112497% 3.112497%
第六福栄丸（12）に係る漁獲割当割合設定者、有限会社福栄丸漁業から大
津漁業協同組合への移転（大津漁業協同組合が有限会社福栄丸漁業から
第六福栄丸を使用する権利を取得したことによるもの）



別表１：漁獲割当割合の移転、承継、取消し又は削減の状況（漁業法第21条、第23条及び第29条関係）
＜まさば及びごまさば太平洋系群＞：第三十八大師丸（26‐１）
設定、移転、承継、取消し又
は削減の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は削減

漁獲割当割合（移転、
承継又は削減前）

漁獲割当割合（移転、
承継又は削減後）

移転、承継、取消し又は削減の原因

令和3年10月15日 設定 - 3.097826%
令和3年12月2日 移転 3.097826% - 第八大師丸（26‐２）への代船に伴う移転



別表１：漁獲割当割合の移転、承継、取消し又は削減の状況（漁業法第21条、第23条及び第29条関係）
＜まさば及びごまさば太平洋系群＞：第八大師丸（26‐２）
設定、移転、承継、取消し又
は削減の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は削減

漁獲割当割合（移転、
承継又は削減前）

漁獲割当割合（移転、
承継又は削減後）

移転、承継、取消し又は削減の原因

令和3年12月2日 移転 - 3.097826% 第三十八大師丸（26‐１）からの代船に伴う移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜まさば及びごまさば太平洋系群＞：第六十三惣寶丸（１）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和3年10月15日 設定 - 4623.760トン

令和4年1月31日 移転 4623.760トン 7146.815トン
第六十一波一丸（16）及び第七十八石田丸（18）からの年次漁獲割当量の
移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜まさば及びごまさば太平洋系群＞：第八十三惣寶丸（２）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和3年10月15日 設定 - 6977.147トン
令和4年1月31日 移転 6977.147トン 7775.448トン 第六十一波一丸（16）からの年次漁獲割当量の移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜まさば及びごまさば太平洋系群＞：第八十八惣寶丸（３）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和3年10月15日 設定 - 7833.286トン
令和4年1月31日 移転 7833.286トン 8133.873トン 第六十一波一丸（16）からの年次漁獲割当量の移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜まさば及びごまさば太平洋系群＞：第三十一日東丸（４）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和3年10月15日 設定 - 5165.847トン

令和4年1月31日 移転 5165.847トン 7148.621トン
第六福栄丸（12）、第六十八石田丸（17）及び第七十八山仙丸（25）からの年
次漁獲割当量の移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜まさば及びごまさば太平洋系群＞：第一寿和丸（５）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和3年10月15日 設定 - 6586.082トン
令和4年1月31日 移転 6586.082トン 7723.602トン 第三十一全徳丸（11）からの年次漁獲割当量の移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜まさば及びごまさば太平洋系群＞：北勝丸（６）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和3年10月15日 設定 - 6104.003トン
令和4年1月31日 移転 6104.003トン 7809.893トン 第十一不動丸（９）からの年次漁獲割当量の移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜まさば及びごまさば太平洋系群＞：第八十一共徳丸（７）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和3年10月15日 設定 - 7744.274トン
令和4年1月31日 移転 7744.274トン 7759.669トン 第十一海栄丸（13）からの年次漁獲割当量の移転

令和4年2月1日 移転 7759.669トン 7759.669トン
第八十一共徳丸（７）に係る年次漁獲割当量設定者、株式会社儀助漁業か
ら福島県漁業協同組合連合会への移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜まさば及びごまさば太平洋系群＞：第八共徳丸（８）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和3年10月15日 設定 - 7339.206トン
令和4年1月31日 移転 7339.206トン 8014.853トン 第十一海栄丸（13）からの年次漁獲割当量の移転

令和4年2月1日 移転 8014.853トン 8014.853トン
第八共徳丸（８）に係る年次漁獲割当量設定者、株式会社儀助漁業から福
島県漁業協同組合連合会への移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜まさば及びごまさば太平洋系群＞：第十一不動丸（９）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和3年10月15日 設定 - 10394.708トン

令和4年1月31日 移転 10394.708トン 8182.914トン
北勝丸（６）、第二十一不動丸（10）及び第八大濵丸（14）への年次漁獲割当
量の移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜まさば及びごまさば太平洋系群＞：第二十一不動丸（10）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和3年10月15日 設定 - 8126.336トン

令和3年12月27日 移転 8126.336トン 8126.336トン
第二十一不動丸（10）に係る年次漁獲割当量設定者、株式会社不動丸及び
川﨑彰一から株式会社不動丸水産への移転

令和4年1月31日 移転 8126.336トン 8193.166トン 第十一不動丸（９）からの年次漁獲割当量の移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜まさば及びごまさば太平洋系群＞：第三十一全徳丸（11）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和3年10月15日 設定 - 10127.665トン
令和4年1月31日 移転 10127.665トン 8367.857トン 第一寿和丸（５）及び第八大濵丸（14）への年次漁獲割当量の移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜まさば及びごまさば太平洋系群＞：第六福栄丸（12）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和3年10月15日 設定 - 8699.429トン

令和3年12月28日 移転 8699.429トン 8699.429トン
第六福栄丸（12）に係る年次漁獲割当量設定者、有限会社福栄丸漁業から
大津漁業協同組合への移転

令和4年1月31日 移転 8699.429トン 7848.651トン 第三十一日東丸（４）及び第八大濵丸（14）への年次漁獲割当量の移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜まさば及びごまさば太平洋系群＞：第十一海栄丸（13）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和3年10月15日 設定 - 8876.458トン

令和4年1月31日 移転 8876.458トン 8127.383トン
第八十一共徳丸（７）、第八共徳丸（８）及び第八大濵丸（14）への年次漁獲
割当量の移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜まさば及びごまさば太平洋系群＞：第八大濵丸（14）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和3年10月15日 設定 - 5626.924トン

令和4年1月31日 移転 5626.924トン 7755.063トン
第十一不動丸（9）、第三十一全徳丸（11）、第六福栄丸（12）、第十一海栄丸
（13）及び第七新丸（15）からの年次漁獲割当量の移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜まさば及びごまさば太平洋系群＞：第七新丸（15）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和3年10月15日 設定 - 8404.380トン
令和4年1月31日 移転 8404.380トン 8168.662トン 第八大濵丸（14）への年次漁獲割当量の移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜まさば及びごまさば太平洋系群＞：第六十一波一丸（16）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和3年10月15日 設定 - 9753.602トン

令和4年1月31日 移転 9753.602トン 8491.472トン
第六十三惣寶丸（１）、第八十三惣寶丸（２）、第八十八惣寶丸（３）及び成田
不動丸（20）への年次漁獲割当量の移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜まさば及びごまさば太平洋系群＞：第六十八石田丸（17）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和3年10月15日 設定 - 9389.542トン
令和4年1月31日 移転 9389.542トン 8085.928トン 第三十一日東丸（４）及び成田不動丸（20）への年次漁獲割当量の移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜まさば及びごまさば太平洋系群＞：第七十八石田丸（18）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和3年10月15日 設定 - 11207.843トン
令和4年1月31日 移転 11207.843トン 8799.206トン 第六十三惣寶丸（１）への年次漁獲割当量の移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜まさば及びごまさば太平洋系群＞：第八十八石田丸（19）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和3年10月15日 設定 - 8843.452トン
令和4年1月31日 移転 8843.452トン 8102.555トン 第二御嶽丸（24）への年次漁獲割当量の移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜まさば及びごまさば太平洋系群＞：成田不動丸（20）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和3年10月15日 設定 - 7399.217トン

令和4年1月31日 移転 7399.217トン 8183.234トン
第六十一波一丸（16）、第六十八石田丸（17）、第十八開運丸（21）及び第八
十八稲荷丸（22）からの年次漁獲割当量の移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜まさば及びごまさば太平洋系群＞：第十八開運丸（21）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和3年10月15日 設定 - 8652.422トン
令和4年1月31日 移転 8652.422トン 8101.199トン 成田不動丸（20）への年次漁獲割当量の移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜まさば及びごまさば太平洋系群＞：第八十八稲荷丸（22）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和3年10月15日 設定 - 8278.362トン
令和4年1月31日 移転 8278.362トン 7951.038トン 成田不動丸（20）及び第二御嶽丸（24）への年次漁獲割当量の移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜まさば及びごまさば太平洋系群＞：第二十一きんせい丸（23）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和3年10月15日 設定 - 7492.232トン
令和4年1月31日 移転 7492.232トン 8081.135トン 第七十八山仙丸（25）からの年次漁獲割当量の移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜まさば及びごまさば太平洋系群＞：第二御嶽丸（24）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和3年10月15日 設定 - 6374.047トン

令和4年1月31日 移転 6374.047トン 7368.524トン
第八十八石田丸（19）及び第八十八稲荷丸（22）からの年次漁獲割当量の
移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜まさば及びごまさば太平洋系群＞：第七十八山仙丸（25）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和3年10月15日 設定 - 9453.553トン

令和4年1月31日 移転 9453.553トン 8153.016トン
第三十一日東丸（４）及び第二十一きんせい丸（23）への年次漁獲割当量の
移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜まさば及びごまさば太平洋系群＞：第三十八大師丸（26‐１）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和3年10月15日 設定 - 8658.423トン
令和3年12月2日 移転 8658.423トン - 第八大師丸（26‐２）への代船に伴う移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜まさば及びごまさば太平洋系群＞：第八大師丸（26‐２）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和3年12月2日 移転 - 8658.423トン 第三十八大師丸（26‐１）からの代船に伴う移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜まさば及びごまさば太平洋系群＞：第二十一たいよう丸（33）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和3年10月15日 設定 - 4134.679トン
令和4年3月11日 移転 4134.679トン 6134.679トン 第八十一天王丸（34）からの年次漁獲割当量の移転



別表２：年次漁獲割当量の移転、承継、取消し又は控除の状況（漁業法第22条、第23条及び第28条関係）
＜まさば及びごまさば太平洋系群＞：第八十一天王丸（34）
設定、移転、承継、取消し又
は控除の年月日

設定、移転、承継、
取消し又は控除

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除前）

年次漁獲割当量（移
転、承継又は控除後）

移転、承継、取消し又は控除の原因

令和3年10月15日 設定 - 4134.679トン
令和4年3月11日 移転 4134.679トン 2134.679トン 第二十一たいよう丸（33）への年次漁獲割当量の移転
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